
開発事業の立案・計画
宅地開発、農地転用、住宅・道路・工場・店舗建設、
砂利採取、携帯電話鉄塔建設などの土木工事全般

不動産鑑定など

遺跡の有無についての照会
『照会書』を提出

埋蔵文化財（遺跡）の取り扱い フローチャート

※工事中に遺構・遺物が発見された場合は、速やかに、
文化財保護センターにご連絡ください。

・・・土地の所有者の方（施工主・事業者）が行う手続き、工事等

・・・関市（文化財保護センター）が行う手続き

(1) (2) (3)

『埋蔵文化財発掘の
届出』を提出

工事着手60日前に提出
＜文化財保護法第93条第1項＞

周知の遺跡の場合 遺跡の可能性がない場合

遺跡の有無を
調査する場合

遺跡の可能性が
低い場合

工事施工

分布調査

遺物の散布が
認められた場合

遺物の散布が
認められなかった場合

試掘調査

遺跡である

『遺跡発見の届出』を提出
＜文化財保護法第96条第1項＞

設計図に基づいて協議

工事立会調査
（面積が狭小で、遺跡へ
の影響が少ない場合）

設計変更による
現状保存

慎重工事
（遺跡に影響を及ぼさな
いように慎重に工事）

本発掘調査
（記録として保存）

試掘調査
（一部掘削調査・確認）

関市文化財保護センター（☎0575-45-0500） 2021.07
様式→ https://www.city.seki.lg.jp/0000014079.html

『調査等承諾書』を提出

周知の遺跡ではない場合
未調査区域の場合

『調査等承諾書』を提出

遺跡ではない

工事立会調査

工
事
施
工


